
東
洋
文
庫
蔵
重
要
文
化
財

『

礼
記
正
義』

に
つ
い
て

會

谷

佳

光

本
稿
で
は
、
東
洋
文
庫
が
所
蔵
す
る
重
要
文
化
財

『

礼
記
正
義』

の
成
立
か
ら
日
本
へ
の
伝
来
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

『

礼
記
正
義』

は
、
唐
の
太
宗
の
命
を
受
け
て
国
子
祭
酒
孔
穎
達

(

五
七
四
〜
六
四
八)

等
が
撰
し
た

『

五
経
正
義』

の
一
つ
で
あ
る
。

｢

五
経｣

は

『

易』

・『

書』

・『

詩』

・『
礼』

・『

春
秋』

の
こ
と
で
、
儒
教
の
聖
典
と
し
て
伝
承
・
研
究
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
解
釈
す
る
た

め
に
、
戦
国
時
代
か
ら
前
漢
初
期
に
か
け
て

｢
伝｣

が
作
ら
れ
、
前
漢
武
帝
の
時
、
董
仲
舒
の
献
策
に
よ
っ
て
五
経
が
公
認
さ
れ
、
五
経

博
士
が
置
か
れ
た
。
そ
し
て
後
漢
か
ら
晋
代
に
か
け
て
経
を
解
釈
す
る
た
め
に

｢

注｣

が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
注
を
疏
解
す
る
こ
と
を
通
し

て
経
・
伝
を
解
釈
せ
ん
と
し
て
、
南
北
朝
・
隋
唐
代
に
大
量
の

｢

疏｣
(

義
・
義
疏)

が
登
場
し
た
。『

五
経
正
義』

は
こ
の
う
ち
疏
に
当

た
る
も
の
で
、『

周
易
正
義』

十
四
巻

(

魏
・
王
弼
注
、
晋
・
韓
康
伯
注)

、『

尚
書
正
義』

二
十
巻

(

漢
・
孔
安
国
伝)

、『

毛
詩
正
義』

四
十
巻

(

漢
・
毛
亨
伝
、
漢
・
鄭
玄
箋)

、『

礼
記
正
義』

七
十
巻

(
漢
・
鄭
玄
注)

、『

春
秋
正
義』

三
十
六
巻

(

晋
・
杜
預
集
解)

の
計

百
八
十
巻
か
ら
な
る
。
晋
代
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
注
の
中
か
ら
最
良
の
も
の
を
選
び
、
さ
ら
に
そ
の
注
に
対
す
る
最
善
の
疏
を
選
び
、
そ

の
不
備
を
次
善
の
疏
で
補
い
、
最
後
に
唐
人
が
加
筆
し
て
、
貞
観
十
二
年

(
六
三
八)

に
完
成
し
た
。
そ
の
後
、
同
十
六
年
に
詳
審
が
加

え
ら
れ
、
孔
穎
達
没
後
、
高
宗
の
永
徽
二
年

(

六
五
一)

に
考
正
・
増
損
さ
れ
、
同
四
年
に
五
経
の
公
認
解
釈
集
と
し
て
天
下
に
頒
布
さ

一



れ
た
。

『
礼
記』

は
、
孔
子
の
後
学
が
伝
え
た
礼
に
関
す
る
記
録
百
三
十
一
篇
か
ら
、
前
漢
の
戴
聖
が
四
十
六
篇
を
抜
粋
し
た
も
の
と
さ
れ
、

叔
父
戴
徳
の
編
纂
し
た

『

大
戴
礼
記』

に
対
し
、『

小
戴
礼
記』

と
称
す
る
。『

礼
記
正
義』

は
、
南
北
両
朝
で
行
わ
れ
た
後
漢
の
鄭
玄
注

を
採
用
し
、
南
朝
の
皇
侃
の
疏
に
基
づ
き
、
そ
の
不
備
を
北
朝
の
熊
安
生
の
疏
で
補
い
、
孔
穎
達
等
唐
人
が
加
筆
し
て
編
纂
し
た
。『

旧

唐
書』

経
籍
志
・
甲
部
経
録
礼
類
に

｢

禮
記
正
義
七
十
卷

孔
穎
達
撰
。｣

、『

新
唐
書』

芸
文
志
・
甲
部
経
録
礼
類
に

｢

禮
記
正
義
七
十

卷

孔
穎
達
、
國
子
司
業
朱
子
奢
、
國
子
助
教
李
善
信
賈
公�
柳
士
宣
范
義�
、
魏
王
參
軍
事
張
權
等
奉
詔
撰
、
與
周
玄
達
趙
君
贊
王
士

雄
趙
弘
智
覆
審
。｣

と
著
録
さ
れ
る
。

経
書
の
伝
承
形
態
に
は
、
経
の
み
の
単
経
本
、
経
・
注
を
合
わ
せ
た
経
注
本

(

単
注
本)

、
疏
の
み
の
単
疏
本
、
経
・
注
・
疏
の
三
者

を
合
わ
せ
た
注
疏
本

(

注
疏
薈
本)

が
あ
り
、
さ
ら
に
注
疏
本
に
唐
・
陸
徳
明

『

経
典
釈
文』

を
加
え
た
附
釈
音
本
が
あ
る
。
疏
は
単
疏

本
が
本
来
の
形
で
あ
り
、
今
日
普
通
に
見
ら
れ
る
注
疏
本
は
南
宋
の
頃
に
出
現
し
た
も
の
で
、
そ
の
疏
に
は
誤
脱
が
多
い
と
さ
れ
る
。

『

礼
記
正
義』

は
七
十
巻
本
と
六
十
三
巻
本
の
二
種
が
伝
わ
る
が
、
諸
本
の
孔
穎
達

｢

禮
記
正
義
序｣

に

｢

凡
成
七
十
卷
。｣

と
あ
る
よ
う

に
、
本
来
は
七
十
巻
本
で
あ
る
。『

欽
定
四
庫
全
書
総
目』

｢
禮
記
正
義
六
十
三
卷｣

の
提
要
は

｢

其
書
務
伸
鄭
注
、
未
免
有
附
會
之
處
。

然
採�
舊
文
、
詞
富
理
博
、�
禮
之
家
、
鑽
研
莫
盡
。｣

と
述
べ
、
鄭
玄
注
に
忠
実
に
疏
解
を
行
っ
た
た
め
、
牽
強
付
会
を
免
れ
な
い
部

分
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
詞
理
広
博
な
解
釈
は
後
世
の
礼
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
評
価
す
る
。

唐
代
に
は
単
疏
本
と
し
て
伝
写
さ
れ
た
が
、
宋
代
に
な
る
と
印
刷
術
の
発
達
に
よ
り
、
木
版
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
単
疏
本

『

礼
記
正
義』

の
出
版
は
、
北
宋
の
端
拱
元
年

(

九
八
八)

三
月
、
国
子
司
業
孔
維
等
が
太
宗
の
勅
を
奉
じ
て

『

五
経
正
義』

百
八
十
巻

二



を
校
勘
し
て
国
子
監
で
刊
行
し
た
の
が
最
初
で
あ
り
、
淳
化
五
年

(

九
九
四)

五
月
に
献
上
さ
れ
た

(

宋
・
王
応
麟

『

玉
海』

巻
四
十
三

芸
文

｢
端
拱
校
五
經
正
義｣

条)

。
ま
た
咸
平
二
年

(

九
九
九)

二
月
に
国
子
祭
酒��
が

｢

新
印
禮
記
疏
七
十
卷｣

を
上
進
し
た
と
の

記
録
も
あ
る

(『

玉
海』

巻
三
十
九
芸
文

｢

咸
平
禮
記
疏｣

条)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
北
宋
版
は
現
存
し
な
い
。

現
存
す
る
単
疏
本
の
刊
本
で
は
、
身
延
山
久
遠
寺
蔵
の
南
宋
初
刊
本
が
最
も
古
く
、
か
つ
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
存
巻
第
六
十
三
至
第

七
十
。
巻
第
七
十
末
に
は
淳
化
五
年
五
月
上
進
時
の
列
銜
が
あ
り
、
阿
部
隆
一
は
、
南
宋
紹
興
年
間

(

一
一
三
一
〜
六
二)

の
詔
で
、
地

方
機
関
に
北
宋
監
本
の
再
版
を
促
し
た
時
に
刊
行
さ
れ
た
覆
刻
本
で
あ
り

(『

玉
海』

巻
四
十
三
芸
文

｢

景�
羣
書
漆
板

刊
正
四
經｣

条)

、
そ
の
字
様
か
ら
紹
興
年
間
、
遅
く
と
も
乾
道
年
間(

一
一
六
五
〜
七
三)

の
刊
刻
と
推
測
す
る(｢

日
本
国
見
在
宋
元
版
本
志
経
部｣)

。

金
沢
文
庫
の
旧
蔵
で
、
景
印
本
に

『
東
方
文
化
叢
書
第
二』

(

東
方
文
化
学
院
、
一
九
三
〇
年)

・『

四
部
叢
刊
三
編』

所
収
本
が
あ
る
。

注
疏
本
で
現
存
最
古
の
も
の
は
、
紹
煕
三
年

(

一
一
九
二)

に
提
挙
両
浙
東
路
常
平
茶
塩
公
事
の
黄
唐
等
が
校
刊
し
た
七
十
巻
本
で
あ

る
。
半
葉
八
行
で
、
釈
文
は
付
さ
れ
な
い
。
八
行
本
・
黄
唐
本
・
越
州
本
・
越
刊
八
行
本
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
版
木
は
、
元
代
に
西
湖
書

院
に
帰
し
、
明
代
に
南
京
国
子
監
に
移
管
さ
れ
て
補
修
さ
れ
つ
つ
印
行
さ
れ
た
。
足
利
学
校
遺
蹟
図
書
館
に
宋
修
本
、
中
国
国
家
図
書
館

に
宋
元
逓
修
本
等
が
伝
存
す
る
。
中
国
国
家
図
書
館
蔵
の
宋
元
逓
修
本
は
、
明
末
清
初
の
孫
承
沢
・
季
振
宜
の
旧
蔵
で
、
南
宋
・
賈
似
道

の

｢

秋
壑
／
圖
書｣

印
も
見
え
る
。
乾
隆
年
間
に
蘇
州
の
呉
泰
来

(
？
〜
一
七
八
八)

に
帰
し
、
恵
棟

(

一
六
九
七
〜
一
七
五
八)

が
こ

れ
を
使
っ
て
汲
古
閣
本

(

後
述
の

｢

毛
本｣)

を
校
正
し
た
と
こ
ろ
、
誤
字
四
千
七
百
四
、
脱
字
千
百
四
十
五
、
欠
文
二
千
二
百
十
七
、

文
字
の
異
同
二
千
六
百
二
十
五
、
衍
文
九
百
七
十
一
を
見
つ
け
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
曲
阜
の
孔
氏
を
経
て
、
肅
武
親
王
豪
格
七
世
孫
の

盛�(

一
八
五
〇
〜
九
九)

に
秘
蔵
さ
れ
た
が
、
民
国
元
年

(

一
九
一
二)

夏
に
流
出
し
て
、
景
賢

(

字
享
父
、
満
洲�
黄
旗
の
人)

に

三



帰
し
、
民
国
十
三
年
、
袁
世
凱
の
次
男
克
文

(

一
八
九
〇
〜
一
九
三
一)

に
売
却
さ
れ
、
さ
ら
に
袁
克
文
か
ら
南
海
の
大
蔵
書
家
潘
宗
周

(

一
八
五
六
〜
一
九
三
九
。
字
明
訓
。
号
宝
礼
堂)

の
手
に
渡
っ
た
。
潘
宗
周
は
民
国
十
六
年
に
巨
資
を
投
じ
て
百
部
を
景
刻
し
、
翌
年

に
は
自
ら
校
勘
記
二
巻
を
作
成
・
刊
行
し
た
。
ま
た
刊
行
年
は
不
明
な
が
ら
景
印
本
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
原
本
は
子
の
世�(

一
九
〇

六
〜
九
二)

に
よ
っ
て
家
蔵
の
宋
版
百
余
種
と
と
も
に
中
華
人
民
共
和
国
政
府
に
寄
贈
さ
れ
、
北
京
図
書
館

(

現
中
国
国
家
図
書
館)

に

帰
し
た
。

最
初
の
附
釈
音
本
は
、
建
安
の
一
経
堂
主
人
劉
叔
剛
が
刊
行
し
た
所
謂

｢

南
宋
十
行
本｣

で
あ
る
。
書
名
は

｢

附
釈
音
礼
記
注
疏｣

に

改
題
さ
れ
、
分
巻
も
六
十
三
巻
に
改
め
ら
れ
た
。
半
葉
十
行
。
元
代
に
覆
刻
さ
れ
、
明
代
に
補
修
さ
れ
つ
つ
印
行
さ
れ
た
。
ま
た
乾
隆
六

十
年

(

一
七
九
五)

和
坤
影
宋
刊
本

(
中
国
国
家
図
書
館
蔵)

が
伝
わ
る
。
明
代
の
附
釈
音
本
で
は
、
嘉
靖
年
間

(

一
五
二
二
〜
六
六)

に
李
元
陽
が
南
宋
十
行
本
を
底
本
に
重
刊
し
た
所
謂

｢�
本｣

(｢

九
行
本｣

｢

嘉
靖
本｣

と
も
呼
ば
れ
る)

、
万
暦
十
六
年

(

一
五
八
八)

に
北
京
国
子
監
で�
本
を
底
本
に
刊
行
し
た
所
謂

｢
監
本｣

、
崇
禎
十
二
年

(

一
六
三
九)

に
毛
晋
汲
古
閣
で
監
本
を
底
本
に
刊
行
し
た

所
謂

｢

毛
本｣

が
有
名
で
あ
る
が
、
脱
誤
が
多
い
。

清
代
に
は
殿
本
を
は
じ
め
南
宋
十
行
本
系
統
の
諸
版
が
あ
る
が
、
最
も
流
布
し
た
の
は
阮
元

(

一
七
六
四
〜
一
八
四
九)

『

重
栞
宋
本

十
三
経
注
疏』

所
収
の

『

附
釈
音
礼
記
註
疏』

六
十
三
巻
で
あ
る
。
阮
元
は
、『

四
庫
全
書』

に
も
収
録
さ
れ
た
山
井
鼎

(

一
六
九
〇
〜

一
七
二
八)

撰
、
荻
生
観
補
遺

『

七
経
孟
子
考
文
補
遺』

に
刺
激
を
受
け
、
嘉
慶
十
三
年

(

一
八
〇
八)

に

『

十
三
経
注
疏
校
勘
記』

を

編
纂
刊
行
し
た
。
そ
の
う
ち

『

礼
記
注
疏
校
勘
記』

六
十
三
巻
は
臨
海
の
洪
震�宣
が
恵
棟
校
本
を
底
本
に
諸
本
と
の
異
同
を
調
べ
、
阮
元

が
校
定
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
二
十
年
に
阮
元
は
家
蔵
の
南
宋
十
行
本

『

十
三
経
注
疏』

を
南
昌
府
学
で
重
刊
し
、
そ
の

四



際
、
盧
宣
旬
が
各
経
の

『

校
勘
記』

を
摘
録
し
て
該
当
各
巻
の
後
に
附
録
し
た
。
な
お
、
こ
の
時
底
本
に
用
い
ら
れ
た
阮
元
家
蔵
の
南
宋

十
行
本
は
、
宋
版
ば
か
り
で
な
く
、
元
刊
明
修
本
を
含
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『

礼
記
正
義』

七
十
巻
が
遅
く
と
も
平
安
時
代
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
は
、
藤
原
佐
世

(

八
四
七
〜
八
九
七)

が
寛
平
年
間

(

八
八
九

〜
八
九
八)

に
撰
し
た

『

日
本
国
見
在
書
目
録』

礼
家
に

｢

ヽ
ヽ

(

礼
記)

正
義
七
十
卷

孔
穎
達
撰｣

と
著
録
さ
れ
る
こ
と
か
ら
確
認

で
き
る
。
時
期
的
に
見
て
単
疏
本
の
写
本
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
藤
原
頼
長

(

一
一
二
〇
〜
五
六)

の
日
記

『

台
記』

(

東

洋
文
庫
蔵
江
戸
期
写
本
、
文
化
二
年
吉
田
社
公
文
所
校)

の
康
治
二
年

(

一
一
四
三)

七
月
廿
一
日
条
に

｢

皇
太
后
大
進
以
殿
業

(

朱
校

作

｢

顕
遠｣)

借
送
礼
記
正
義
摺
本
一
部
〈
七
十
卷〉

、
勝
得
万
戸
侯
。｣

と
あ
り
、
天
養
元
年

(

一
一
四
四)

十
二
月
十
日
条
に

｢

申
四

刻
、
見
礼
記
正
義
卷
第
七

(｢

七｣
拠
朱
校
補)

十
了
。
去
年
十
一
月
三
日
始
見
之
、
一
部
七
十
卷
、
今
日
終
功
。
首
付
懸
句
、
又
抄
出

論
義
。
…｣

と
あ
り
、
一
年
余
を
か
け
て

『
礼
記
正
義』

を
読
了
し
た
と
の
記
録
が
見
え
る
。｢

摺
本｣

は
刊
本
の
こ
と
で
あ
り
、｢

首
付

懸
句
、
又
抄
出
論
義
。｣

は
、
こ
の
刊
本
に
経
・
注
が
な
く
、
標
起
止

(

正
義
の
解
釈
が
経
・
注
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
対
象
と
し
た

も
の
か
を
表
す)

・
正
義
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
も
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
宋
版
の
単
疏
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。東

洋
文
庫
所
蔵
本
は
、
曲
礼
上
下
を
存
す
る
の
み
の
巻
子
本
で
、
経
・
注
を
収
録
し
な
い
単
疏
本
で
あ
る
。
首
尾
を
欠
く
た
め
巻
次
は

不
明
で
あ
る
が
、
南
宋
八
行
本

『

礼
記
正
義』

七
十
巻
で
は
、
曲
礼
上
は
巻
第
一
至
第
五
、
曲
礼
下
は
巻
第
五
至
第
七
を
占
め
、
本
巻
は

そ
の
う
ち
巻
第
五
に
相
当
す
る
。
巻
第
五
の
正
義
は
全
百
六
十
条
あ
る
が
、
本
巻
は
曲
礼
上
の
第
一
至
十
条
の
全
文
と
第
十
一
条
の
最
初

の
三
十
余
字
、
曲
礼
下
の
第
百
五
十
八
条
の
末
尾
十
余
字
と
第
百
五
十
九
・
百
六
十
条
の
全
文
を
欠
く
。

五



旧
蔵
者
を
推
知
さ
せ
る
痕
跡
は
な
い
が
、
明
治
十
三
年

(

一
八
八
〇)

、
駐
日
公
使
黎
庶
昌
の
随
員
と
し
て
訪
日
し
た
楊
守
敬

(

一
八

三
九
〜
一
九
一
五)

は
、
森
立
之

(

一
八
〇
七
〜
八
五)

よ
り
本
巻
の
模
写
を
入
手
し
、『

留
真
譜
初
編』

(

光
緒
二
十
七
年

(

一
九
〇
一)

宜
都
楊
氏
観
海
堂
刊
本)

に
冒
頭
四
行
を
摸
刻
し
て

｢

古
鈔
禮
記
單
疏
卷
子
本
一
卷
。
狩
谷
望
之
舊
藏
本
。｣

と
付
記
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
巻
が
狩
谷�
斎

(

一
七
七
五
〜
一
八
三
五)

の
旧
蔵
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し�
斎
の
旧
蔵
書
を
著
録
す
る

『

経
籍

訪
古
志』

・『

求
古
楼
書
目』

(

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
写
本)

に
本
巻
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

民
国
三
年

(

一
九
一
四)
、
劉
承
幹

(

一
八
八
一
〜
一
九
六
三)

は
、
楊
守
敬
の
模
写
本
を
底
本
に
重
校
刊
し
、
六
十
三
巻
本
に
合
わ

せ
て
巻
第
三
第
四
の
二
巻
に
分
巻
し
て

『

嘉
業
堂
叢
書』

に
収
録
し
た
。
そ
の
巻
末
に
楊
守
敬
の
跋
を
以
下
の
よ
う
に
収
載
す
る
。

右
禮
記
曲
禮
正
義
卷
子
本
殘
卷
、
日
本
狩
谷
望
之
所
藏
、
余
得
之
森
立
之
。
顧
立
之
訪
古
志
未
載
、
蓋
其
作
訪
古
志
時
、
尚
未
見
此

本
也
。
日
本
所
存
單
疏
、
易
書
有
全
部
、
左
傳
有
殘
本
、
然
皆
從
摺
疊
本
傳�
。
獨
此
爲
卷
軸
之
舊
、
相
傳
爲
唐
代
之
筆
。
此
從
狩

谷
本
影�
、
字
體
尚
未
絶
俗
、
想
見
原
本
之
高
古
。
其
中
文
字
固
有
鈔
手
奪
誤
之
處
、
而
其
有
足
訂
今
本
之
誤
者
、
絶
非
宋
本
所
可

及
。
特
重�
一
通
以
貽
筱
珊
、
知
不
河
漢
余
言
。
光
緒
庚
寅

(

十
六
年)

嘉
平
月
楊
守
敬
記
。

狩
谷�
斎
旧
蔵
本
は
唐
代
の
筆
と
伝
え
ら
れ
、
模
写
本
の
字
体
か
ら
も
そ
の
高
雅
古
朴
さ
を
想
見
で
き
、
鈔
写
時
の
脱
誤
は
あ
る
も
の

の
、
現
行
本
の
誤
り
を
正
し
う
る
点
で
宋
版
に
勝
る
と
し
、
も
う
一
部
模
写
し
て
繆�
孫

(

字
筱
珊)

に
贈
り

(

繆�
孫

『

芸
風
蔵
書
記』

巻
一
経
学

｢

禮
記
單
疏

影
寫
東
洋
卷
子
本｣)

、
自
分
の
見
立
て
が
絵
空
事
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
次
に

『

嘉
業

堂
叢
書』

本
の
劉
承
幹
の
跋
を
引
い
て
お
く
。

禮
記
正
義
卷
子
本
、
只
存
兩
半
卷
、
從
東
洋
舊
卷
影
寫
。
前
所
得
周
易
尚
書
倶
全
、
毛
詩
缺
前
七
卷
、
左
傳
止�
五
卷
。
此
本
更
少
、
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僅
存
其
名
。
然
易
書
詩
傳
同
是
方
册
、
此
卻
是
卷
子
舊
式
、
惟
太
少
耳
。
然
已
足
訂
阮
本
之
誤
。
惟
宋
七
十
卷
本
、
昔
藏
盛
百
煕
祭

酒
許
、
今
已
散
出
不
能
借
校
、
殊
爲
憾
事
。
不
但
阮
氏
刻
注
疏
時
未
見
、�
經
籍
訪
古
志
亦
未
收
、
眞
屬
祕
笈
。
余
刻
五
經
單
疏
、

此
亦
聊
備
一
種
、
爰
撰
校
記
以
惠
後
學
。
歳
在
閼
逢
攝
提
格

(

民
国
三
年)

呉
興
劉
承
幹
識
。

そ
の
後
、
こ
の
模
写
本
の
原
本
で
あ
る
本
巻
は
、
和
田
維
四
郎

(

一
八
五
六
〜
一
九
二
〇)

の
手
に
渡
り
、『

雲
村
文
庫
目
録』

甲
第

一
輯

(

和
田
維
四
郎
、
一
九
二
〇
年
序)

に
著
録
さ
れ
、｢

平
安
朝
初
期
ノ
書
寫｣

と
鑑
定
さ
れ
た
。
雲
邨
文
庫
は
、
後
に
和
田
自
身
が

和
漢
書
収
集
の
顧
問
を
務
め
た
岩
崎
久
彌

(

一
八
六
五
〜
一
九
五
五)

に
帰
し
、
昭
和
三
年

(

一
九
二
八)

二
月
に
狩
野
教
授
還
暦
記
念

会
が
借
照
し
て
複
製
本

(

モ
ノ
ク
ロ
・
軸
装)

を
刊
行
し
た
。
そ
の
跋
に
は
、『

礼
記
正
義』

単
疏
本
の
古
鈔
本
と
し
て
唯
一
無
二
の
存

在
で
あ
り
、
狩
谷�
斎
旧
蔵
と
伝
え
ら
れ
、
和
田
維
四
郎
の
没
後
、
岩
崎
家
に
帰
し
た
こ
と
、
劉
承
幹

『

嘉
業
堂
叢
書』

本
に
は
粗
漏
が

多
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

本
巻
は
、
昭
和
六
年
十
二
月
十
四
日
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た

(

昭
和
二
十
五
年
の
文
化
財
保
護
法
施
行
に
よ
り
重
要
文
化
財
と
な
る
。

指
定
番
号
〇
〇
一
〇
二)

。
東
洋
文
庫
事
務
室
に
架
蔵
さ
れ
る

『

昭
和
六
年
十
二
月
十
四
日
指
定
国
宝
調
書』

の

｢

禮
記
正
義｣

の

｢

略

説｣

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

本
書
ハ
曲
禮
上
下
書
寫
ノ
卷
子
本
デ
首
尾
ガ
僅
カ
ニ
缺
失
シ
テ
ヰ
ル
。
正
經
注
語
ハ
何
レ
モ
首
尾
ノ
ミ
略
出
シ
、
ソ
ノ
後
ニ
疏
ヲ
記

シ
タ
所
謂
單
疏
本
デ
ア
ツ
テ
所
々
ニ
別
筆
ノ
校
合
ガ
加
ヘ
ラ
レ
テ
ヰ
ル
。
文
字
ニ
古
體
ヲ
存
シ
、
頗
ル
正
義
ノ
原
本
ニ
近
キ
ヲ
思
ハ

シ
メ
ル
。
ソ
ノ
書
風
ヨ
リ
見
テ
唐
初
ヲ
下
ラ
ザ
ル
鈔
本
タ
ル
事
ヲ
疑
ハ
ナ
イ
。
紙
背
ニ
ハ
寛
弘
五
年
ノ
書
寫
ニ
カ
ヽ
ル
中�
選
述
ノ

賢
聖
略
問
答
卷
第
一
ガ
ア
ル
。
卷
尾
ノ
識
語
ニ
ヨ
レ
バ
、
本
書
ハ
天
延
三
年
中�
ガ
興�
寺
喜
多
院
松
房
ニ
於
テ
コ
レ
ヲ
草
シ
タ
モ

七



ノ
デ
ア
ル
。
此
ノ
書
ハ
奈
良
藥
師
寺
ニ
卷
第
四
ヲ
藏
ス
ル
ノ
ミ
デ
希
覯
ノ
典
籍
デ
ア
ル
。

本
調
書
で
は
、
文
字
に
古
体
を
留
め
る
点
か
ら
孔
穎
達
の
正
義
の
原
本
に
近
い
も
の
と
推
測
し
、
和
田
維
四
郎
・
狩
野
教
授
還
暦
記
念

会
の
平
安
朝
書
写
説
を
取
ら
ず
、
書
風
を
根
拠
に
初
唐
の
書
写
と
鑑
定
し
て
い
る
。
昭
和
五
十
六
年
二
月
刊
行
の
大
阪
市
立
美
術
館
編

『

唐
鈔
本』

｢
７

礼
記
正
義
巻
第
五｣

(

中
田
勇
次
郎
氏
解
説)

・
平
成
二
年

(

一
九
九
〇)

三
月
刊
行
の
東
洋
文
庫
日
本
研
究
委
員
会

編

『

岩
崎
文
庫
貴
重
書
書
誌
解
題
Ｉ』

も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
で
あ
る
。
本
巻
の
書
写
に
関
し
て
は
、『

東
洋
文
庫
善
本
叢
書』

所

収
の

『

重
文
礼
記
正
義
巻
第
五
残
巻』

(

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
十
二
月)

の
石
塚
晴
通
・
小
助
川
貞
次
両
氏

｢

古
写
本
と
し
て
の

『

礼
記
正
義』

解
題｣

を
参
照
さ
れ
た
い
。

民
国
二
十
四
年
、
本
巻
は
張
元
済

(
一
八
六
七
〜
一
九
五
九)

に
よ
っ
て
一
行
を
二
行
に
分
け
て

『

四
部
叢
刊
三
編』

に
景
印
収
録
さ

れ
た
。
張
元
済
は
そ
の
跋
で
本
巻
に
よ
っ
て
阮
元
の
校
勘
記
を
補
正
で
き
る
と
高
く
評
価
し
、
か
つ

｢

先
唐
寫
經
、
字
體
多
與
今
世
不
同
。

…
叢
刊
收
編
古
鈔
卷
子
眞
蹟
、
此
曲
禮
殘
本
猶
爲
嚆
矢
、
爰
擧
其�
、
以
助
引
伸
云
。｣

と
述
べ
、
本
巻
を
唐
鈔
本
と
み
な
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

日
本
で
最
初
に
本
格
的
に
本
巻
を
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
公
表
し
た
の
は
、
吉
川
幸
次
郎

(

一
九
〇
四
〜
八
〇)

で
あ
る
。
吉
川
氏
は
、

昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
日
の
東
方
文
化
研
究
所
第
九
回
開
所
記
念
日
に

｢

旧
抄
本

｢

礼
記
正
義｣

を
校
勘
し
て｣

と
題
す
る
講
演
を
行

い
、
そ
の
講
演
録
が

『

東
方
学
報
京
都』

第
九
冊
に
収
載
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
鑑
定
家
の
言
に
従
い
本
巻
を
平
安
朝
末
期
の
書
写
と
し

な
が
ら
も
、
伝
来
の
宋
版
よ
り
も
旧
態
を
存
し
て
い
る
と
極
め
て
高
く
評
価
す
る
。
ま
た
南
宋
紹
煕
本
と
の
校
勘
を
行
っ
て
、
宋
人
が
詳

定
し
た
際
の
誤
脱
・
意
図
的
な
改
竄
、
孔
穎
達
と
宋
人
が
そ
れ
ぞ
れ
使
っ
た
経
注
本
の
テ
キ
ス
ト
の
異
同
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
な
か
で

八



も
紹
煕
本
の
標
起
止
が
経
・
注
の
初
め
の
二
字
と
終
わ
り
の
二
字
を

｢

○
○
至
○
○｣

と
記
す
の
に
対
し
、
鈔
本
で
は
二
字
に
拘
泥
し
て

い
な
い
が
た
め
に
、
孔
穎
達
と
宋
版
の
依
拠
し
た
経
・
注
の
異
同
、
お
よ
び
本
来
の
テ
キ
ス
ト
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
高
く
評
価
す
る
。

そ
の
一
方
で
、
鈔
本
が
誤
っ
て
い
て
、
宋
版
が
正
し
い
場
合
の
方
が
数
倍
多
い
点
に
も
着
目
し
、
写
本
に
よ
る
伝
承
の
難
し
さ
と
、
こ
れ

を
詳
定
し
て
刊
行
し
た
宋
人
の
苦
心
に
思
い
を
馳
せ
る
。
実
際
、
ざ
っ
と
目
を
通
し
た
だ
け
で
も
、
誤
字
・
脱
字
・
衍
字
の
類
は
本
巻
の

至
る
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
第
六
十
六
条
の
正
義
の
文

｢

而
僕
不
下
者｣

五
字
を
標
起
止
と
誤
っ
て
上
下
に
一
格
空
け
た

り
、
第
百
十
七
条
の
標
起
止
を
誤
脱
し
た
り
、
第
百
十
八
条
の
正
義
の
末
に
次
の
標
起
止
の

｢

國
君｣

二
字
を
衍
す
る
と
い
っ
た
類
で
あ

る
。
な
お
吉
川
氏
の
講
演
録
を
再
録
し
た

『

吉
川
幸
次
郎
全
集』

第
十
巻
の
昭
和
四
十
五
年
八
月
自
跋
に
は
、
漢
文
で
記
し
た
校
勘
記
の

未
定
稿
を
東
方
文
化
研
究
所
の
研
究
報
告
と
し
て
提
出
し
た
と
あ
る
が
、『

吉
川
幸
次
郎
全
集』

第
二
十
七
巻

｢

吉
川
幸
次
郎
編
年
著
作

目
録｣

に
そ
れ
ら
し
き
著
作
は
見
え
な
い
。

最
後
に
、『

東
洋
文
庫
善
本
叢
書』

所
収
の

『
重
文
礼
記
正
義
巻
第
五
残
巻』

の
利
用
の
便
を
考
え
て
、【『

礼
記
正
義』

巻
第
五
残
巻

内
容
一
覧
】
を
挙
げ
て
お
く
。
現
行
の
注
疏
本
と
の
照
合
等
に
利
用
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
解
題
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
東
洋
文
庫
と

の
協
力
協
定
に
よ
っ
て
使
用
を
認
め
ら
れ
て
い
る
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
漢
籍
電
子
文
献
資
料
庫

(

授
権
使
用
版)

の
多
大
な
る

恩
恵
を
こ
う
む
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

【

参
考
文
献
一
覧
】

内
藤
虎
次
郎

『

影
印
秘
府
尊
蔵
宋
槧
単
本
尚
書
正
義
解
題』

(

大
阪
毎
日
新
聞
社
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澤
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一
一

【『礼
記
正
義
』
巻
第
五
残
巻
内
容
一
覧
】

凡
例

・
本
表
の
文
字
の
推
定
・
分
節
等
に
あ
た
っ
て
は
､
『礼
記
正
義
』
七
十
巻
(呂
友
仁
整
理
､
二
〇
〇
八
年
上
海
古
籍
出
版
社
排
印
本
『十
三
経
注
疏
叢
書
』
之
一
)
を
参

考
に
し
た
｡

・
本
巻
に
は
改
行
等
に
よ
る
分
節
は
な
い
が
､
排
印
本
の
分
節
に
従
い
､
対
応
す
る
疏
の
､
｢節
｣
欄
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
と
入
れ
た
｡

・
｢疏
｣
欄
に
は
､
巻
第
五
正
義
全
160条

の
通
し
番
号
を
記
し
た
｡
な
お
本
巻
は
首
尾
を
欠
く
た
め
､
11番
か
ら
158番

ま
で
と
な
っ
て
い
る
｡

・
｢所
在
｣
欄
に
は
､
各
条
の
所
在
を
｢①
-1～
①
-4｣
(第
１
紙
第
１
行
か
ら
第
１
紙
第
４
行
)
の
よ
う
に
記
し
た
｡
な
お
本
巻
は
､
本
文
全
15紙
475行

か
ら
な
る
｡

・
｢孔
穎
達
正
義
｣
欄
に
は
､
疏
の
前
後
５
文
字
を
採
録
し
た
｡
た
だ
し
疏
が
10文
字
に
満
た
な
い
場
合
は
､
｢前
五
文
字
｣
欄
に
最
初
の
５
文
字
を
入
れ
､
残
り
を
｢後
五

文
字
｣
欄
に
入
れ
た
｡

・
異
体
字
で
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
､
極
力
正
字
に
直
し
た
｡

・
欠
損
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
は
､
｢□
｣
と
し
た
｡

・
原
文
の
右
傍
に
補
記
さ
れ
た
文
字
は
､
｢【
】｣
に
入
れ
た
｡

・
破
損
の
た
め
推
測
し
た
文
字
は
､
｢[
]｣
に
入
れ
た
｡

節
疏

所
在

標
起
止

孔
穎
達
正
義

排
印
本

備
考

(紙
-行
)

前
五
文
字

後
五
文
字

該
当
頁

Ａ
11

①
-1～
①
-4

欠
[首
欠
]不
言
在
者
案
信
左
氏
義
也

115

Ａ
12

①
-5～
①
-6

逮
事
父
母
則
諱
王
父
母

正
義
曰
逮
及

心
故
諱
之
也

116

Ａ
13

①
-6～
①
-9

不
逮
事
父
母
則
不
諱
王
父
[母
]
者

若
幼
少
孤
不

諱
王
父
母
也

116

Ａ
14

①
-9～
①
-12

注
此
謂
庶
人
也
至
諱�

耳
正
義
曰
云
適

史
亦
稱
適
也

116

Ａ
15

①
-12～

①
-17

大
夫
之
所
有
公
諱

正
義
曰
今
謂

云
無
私
諱
耳

116

Ａ
16

①
-17～

①
-19

詩
書
不
諱
臨
文
不
諱
者

何
胤
云
詩
書

正
故
不
諱
也

116

Ａ
17

①
-19～

①
-21

廟
中
不
諱
者

謂
有
事
於
高

則
諱
已
上
也

116

Ａ
18

①
-21～

①
-22

夫
人
之
諱
雖
質
君
之
前
臣
不
諱
者

夫
人
君
之
妻

家
恩
遠
故
也

116

Ａ
19

①
-22～

①
-24

婦
諱
不
出
門
者

門
婦
宮
家
之

君
前
不
諱
也

116



一
二

Ａ
20

①
-24～

①
-26

婦
親
遠
於
宮
中
言
避
之
耳

陳
鏗
問
雜
記

避
者
狹
耳
諱

116～
117

Ａ
21

①
-26～

①
-30

大
功
小
【
功
】
不
諱

正
義
曰
古
者

文
爲
之
諱
也

117

Ａ
22

①
-30～

①
-32

入
境
而
問
禁
者

此
下
承
爲
敬

國
何
所
禁
也

117

Ａ
23

①
-32～

①
-33

入
國
而
問
俗
者

國
城
之
中�

俗
常
所
行
也

117

Ａ
24

①
-33～

②
-2

入
門
而
問
諱
者

門
主
人
門
也

爲
敬
主
人
也

117

Ｂ
25

②
-2～
②
-3

外
事
以
剛
日
至
踐
之

正
義
曰
此
一

各
隨
文
解
之

118

Ｂ
26

②
-3～
②
-5

外
事
以
剛
日
者

外
事
郊
外
之

故
用
剛
日
也

118

Ｂ
27

②
-5～
②
-10

注
順
其
出
爲
陽
至
甲
午
祠
兵

正
義
曰
以
出

説
不
用
公
羊

118

Ｂ
28

②
-10～

②
-17

内
事
以
柔
日

正
義
曰
事
郊

日
不
皆
用
辛

118

Ｂ
29

②
-17～

③
-21

凡
卜
筮
者

古
先
聖
王
所

不
復
用
卜
也

118～
120

Ｂ
30

③
-21～

③
-23

旬
之
外
曰
遠
其
日

正
義
曰
案
少

此
謂
大
夫
禮

120

Ｂ
31

③
-23～

③
-28

云
旬
之
内
近
某
日
者

案
特
牲
士
禮

者
文
不
具
也

120

Ｂ
32

③
-28～

④
-2

喪
事
先
遠
日

正
義
曰
喪
事

不
吉
卜
上
旬

121

Ｂ
33

④
-2～
④
-3

吉
事
先
近
日
者

吉
謂
祭
祀
冠

初
是
先
日
也

121

Ｂ
34

④
-3～
④
-4

日
爲
日
至
有
常

正
義
曰
命
龜

日
故
曰
爲
日

121

Ｂ
35

④
-4～
④
-17

假
爾
泰
龜
有
常
假
爾
春
笙
有
常
者

假
因
也
爾
汝

夫
命
龜
三
也

121

Ｂ
36

④
-18～

④
-20

【大
事
卜
小
事
筮
】

正
義
曰
此
大

筮
而
無
卜
也

121～
122

Ｂ
37

④
-20～

④
-25

卜
筮
不
過
三

正
義
曰
王
肅

用
王
龜
筮
也

122

Ｂ
38

④
-25～

⑤
-13

注
魯
四
卜
郊
春
秋
譏

正
義
曰
卜
郊

卜
亦
非
故
也

122～
123

Ｂ
39

⑤
-13～

⑤
-16

卜
筮
不
相
襲

正
義
曰
襲
因

各
專
其
心
也

123

Ｂ
40

⑤
-16～

⑤
-19

注
卜
不
吉
至
筮
之
是
也

正
義
曰
獻
公

吉
不
可
復
筮

123
｢獻
｣
左
扁
誤
作
｢言
｣｡

Ｂ
41

⑤
-19～

⑤
-21

龜
爲
卜

正
義
曰
解
卜

謀
於
前
事
也

123

Ｂ
42

⑤
-21～

⑤
-25

筮
者
先
聖
王
之
所
以
使
民
信
時
日
者

解
所
以
須
卜

日
之
吉
凶
也

123

Ｂ
43

⑤
-25～

⑤
-26

敬
鬼�

者
擇
吉
而
祭
是

是
敬
鬼�
也

123

Ｂ
44

⑤
-26～

⑤
-27

畏
法
令
也
者

法
典
則
也
令

敬
而
畏
之
也

123

Ｂ
45

⑤
-27

所
以
使
民
決
嫌
疑
者

事
火
異
【
故
】
更

筮
決
斷
之
也

123



一
三

Ｂ
46

⑤
-28～

⑤
-29

定
猶
豫
也
者

�
文
云
猶
獸

謂
之
猶
豫
也

124

Ｂ
47

⑤
-29～

⑤
-30

故
曰
疑
而
筮
之
則
弗
非
者

引
舊
語
以
結

者
從
可
知
也

124

Ｂ
48

⑤
-30～

⑤
-32

日
而
行
事
則
必
踐
之
者

踐
善
也
言
卜

无
非
之
者
也

124

Ｃ
49

⑤
-32～

⑤
-33

君
車
將
駕
終
於
篇
末

正
義
曰
此
以

各
隨
文
解
之

126

Ｃ
50

⑤
-33～

⑥
-1

君
車
將
駕
者

謂
爲
君
之
僕

謂
始
駕
時
也

126
｢僕
｣
左
扁
作
｢言
｣｡

Ｃ
51

⑥
-1～
⑥
-5

則
僕
執
筴
立
於
馬
前
者

僕�
御
車
者

是
恐
馬
行
也

126

Ｃ
52

⑥
-5～
⑥
-8

已
駕
則
僕
展
輪
者

已
駕�

竟
展

謂
遍�
之
也

126

Ｃ
53

⑥
-8～
⑥
-9

郊
馬
者

効
白
也
僕
監

云
白
已
駕
也

126

Ｃ
54

⑥
-9～
⑥
-10

奮
衣
由
右
上
者

奮
振
也
由
從

避
君
空
位
耳

126

Ｃ
55

⑥
-10～

⑥
-12

貳
綏
者

弐
副
也
綏
登

【弘
】
登
車
有
奮

127

Ｃ
56

⑥
-12～

⑥
-14

跪
乘
車

謂
僕
先
試
車

空
左
不
嫌
也

127

Ｃ
57

⑥
-14～

⑥
-20

執
筴
分
轡
者

筴
馬
杖
也
轡

試
驅
行
之
也

127

Ｃ
58

⑥
-20～

⑥
-21

五
歩
而
立
者

僕
時
跪
而
驅

立
調
試
之
也

127

Ｃ
59

⑥
-21

君
出
就
車
者

謂
君
始
出
上

車
時
也

127

Ｃ
60

⑥
-22～

⑥
-24

則
僕
并
轡
授
綏
者

君
初
欲
上
而

後
弘
君
上
也

127

Ｃ
61

⑥
-24～

⑥
-25

左
右
攘
辟
者

詩
待
駕� 吾

位
不�
車
行
也

127

Ｃ
62

⑥
-25～

⑥
-26

車
驅
而�

者
左
右
【
已
】
避
故

疾�
從
車
行

127

Ｃ
63

⑥
-26～

⑥
-27

至
于
大
門
者

大
門
君�

外
至
外
門
時
也

127

Ｃ
64

⑥
-27～

⑥
-28

君
撫
僕
之
手
者

撫
案
止
也
僕

柳
止
撲
手
也

127

Ｃ
65

⑥
-28～

⑦
-1

而
顧
命
車
右
就
車
者

顧
廻
頭
也
鄭

車
右
上
車
也

128

Ｃ
66

⑦
-1～
⑦
-5

門
閭
【
溝
】
渠
必
歩
者

是
車
右
士
之

无
御
故
不
下

128

Ｃ
67

⑦
-5～
⑦
-7

凡
僕
人
之
禮
必
授
人
綏

正
義
曰
凡
僕

所
升
之
也
人

128

Ｃ
68

⑦
-7～
⑦
-8

若
僕
者
降
等
者

謂
士
爲
大
夫

故
【
受
取
綏
也
】

128

Ｃ
69

⑦
-8

【然
則
否
者
】

【不
然
謂
僕
者
】

【宜
謙
不
綏
也
】

128

Ｃ
70

⑦
-8～
⑦
-9

【若
】
僕
者
降
等
撫
僕
之
手
者

僕
者
雖
卑
而

授
然
乃
受
也

128

Ｃ
71

⑦
-9～
⑦
-11

不
然
則
自
下
拘
之
者

不
然
不
降
等

下
自
拘
取
之

128



一
四

Ｃ
72

⑦
-11～

⑦
-13

注
云
撫
小
止
之
謙
也
至
則
不
受

正
義
曰
由
從

【不
爵
則
】
不
受

128

Ｃ
73

⑦
-13～

⑦
-16

客
車
不
入
大
門

正
義
曰
案
公

門
但
不
廟
門

128

Ｃ
74

⑦
-16～

⑦
-17

婦
人
不
立
乘

正
義
曰
立
倚

乘
所
以
異
也

129

Ｃ
75

⑦
-17～

⑦
-19

犬
馬
不
上
於
堂

正
義
曰
賓
主

非
摯
弊
故
也

129

Ｃ
76

⑦
-19～

⑦
-22

故
君
子
式�

髪
正
義
曰
此
以

齒
皆
老
人
也

129

Ｃ
77

⑦
-22～

⑦
-24

注
云
發
句
言
故
明
知
此
是
衆
篇
雜
辭

正
義
曰
謂
他

得
發
首
有
故

129

Ｃ
78

⑦
-24～

⑦
-29

下
郷
位

正
義
曰
卿
位

師
據
天
子
禮

129

Ｃ
79

⑦
-29～

⑧
-1

入
國
不
馳
者

馳
車
馳
國
中

胤
云
藺��

也
129

Ｃ
80

⑧
-1～
⑧
-3

入
里
必
式
者

廿
五
家
爲
里

不
誣
十
室
也

129

Ｃ
81

⑧
-3～
⑧
-4

君
命
召
者

謂
有
命
呼
召

臣
也

129

Ｃ
82

⑧
-4

雖
賤
人
者

君
之
使
者
雖

是
賤
人
爲
之

130

Ｃ
83

⑧
-4～
⑧
-5

大
夫
士
必
自
御
之
者

御
□
也
[使
]
者

亦
自
出
迎
之

130

Ｃ
84

⑧
-6～
⑧
-11

注
御
當
爲
訝
至
亂
之
耳

正
義
曰
鄭
云

之
讀
云
御
耳

130

Ｃ
85

⑧
-11

介
者
不
拜
者

介
甲
鎧
也
著

宜
无
所
拜
也

130

Ｃ
86

⑧
-11～

⑧
-14

爲
其
拜
而�

拜
也
者

解
所
以
不
拜��

猶
作
也

130

Ｃ
87

⑧
-14～

⑧
-16

詳
車
壙
左

正
義
曰
此
以

左
以
擬�

也
130
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